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【研究の目的】 
著作権法を IT技術進展にあわせて改善していく方策は、従前から少しづつ進展してきているが、 
実演家の権利等をはじめとして、メタバース対応、AI 対応といった諸点については、かなり遅れをと

っているのが現況と思われる。本グループでは、アドホックに論点をとりあげて、日本法の新たな方向を
模索する。 
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